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議 案 概 要 

所属名 都市部交通政策課 

議案番号  第１０３号 

議案件名  令和７年度千葉市一般会計補正予算（第２号）中所管 

[バス路線の維持確保施策検討]      補正予算書 Ｐ１１、Ｐ１７   

１ 補正の理由 

  運転手不足等のバス事業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、バス路線の維持・確保のた

め、シミュレーションモデルによるデータに基づく施策検討を行う。 

 

２ 補正額 

  ２２，０００千円 

  財源内訳 国費（地域公共交通「リ・デザイン」推進事業補助金）８，０００千円 

 

３ 事業概要及び補正額の内訳 

・各路線や各バス停の運行便数や利用者数等のデータ収集、整理  ６，０００千円 

 ・シミュレーションモデル作成及び施策案の検討        １６，０００千円 

 

４ 今後のスケジュール 

 令和７年１０月～  データ収集、整理 

           シミュレーションモデル作成、施策案の検討 

 令和８年 ３月   バス路線の維持・確保施策案のとりまとめ 
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議 案 概 要 

所属名 公園緑地部動物公園 

議案番号  第１０５号 

議案件名  令和７年度千葉市動物公園事業特別会計補正予算（第１号） 

（市有施設電力調達）             補正予算書 Ｐ３１～Ｐ３３  

１ 補正の理由 

令和８年度から清掃工場における余剰電力の市有施設への自己託送や、再エネ電力を

調達すること等により、基本的に全ての市有施設（約７００施設）の電力消費に伴う CO2

排出実質ゼロの実現を目指しており、当該自己託送を運用するための準備期間を要する

ことから、１１月末までに、令和８年度に使用する電力の小売電気事業者を決定する必

要があり、債務負担行為を設定するものである。 

 

 

２ 補正予算額 

債務負担行為限度額  ３３，８１２千円 

期  間       令和８年度 

 

３ 事業概要               

令和８年度に市有施設で使用する電力の一部について、自己託送や再エネ電力により

調達する。 

（１）自己託送 

清掃工場における余剰電力を動物公園内の施設に供給する。 

（２）再エネ電力 

動物公園内の施設の使用電力について、太陽光発電や自己託送で不足する電力を再

エネ電力で調達する。 

 

４ スケジュール 

令和７年１０月  再エネ電力入札公告（ＷＴＯ） 

      １１月  事業者決定 

  令和８年 ４月  電力供給・自己託送開始（予定） 
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【補足資料】 

１ 市全体の債務負担行為限度額 

※債務負担行為を設定し、令和７年度中に一括で契約手続きを行う施設。 

残りの市有施設は、令和８年度当初予算の可決後に契約手続きを行う予定。 

 

２ 市有施設全体の電力構成 

 

 

【参考】 

財政効果シミュレーション（令和７年８月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債務負担行為限度額（千円） 対象施設 自己託送 

一般会計 １，７２８，３００ ５７３施設 ２５３施設 

動物公園事業特別会計 ３３，８１２ 動物公園 １施設 

水道事業会計 ６５，２６５ 平川浄水場他６施設 － 

病院事業会計 ２２２，６２３ 青葉病院・院内保育所 － 

合計 ２，０５０，０００ ５８３※ ２５４ 
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議 案 概 要 

所属名 公園緑地部公園管理課 

議案番号  第１１９号 

議案件名  千葉マリンスタジアム設置管理条例の一部改正について  

 議案書 Ｐ２９～Ｐ３２        

１ 改正の趣旨 

受益者負担の適正化及び物価高騰下においても引き続き施設を適正に管理する観点

から、指定管理者に管理を行わせる施設の利用料金の上限額を改定する。 

 

２ 改正の内容 

（１）料金改定の考え方 

「千葉市公共施設使用料等設定基準」に基づき、利用料金の上限額を改定する。 

なお、改定により大幅な増額とならないよう、改定率については、現行料金の概ね 

１．３倍とする。 

 

（２）利用料金の改定上限額 

① アマチュアが使用する場合 

ア）グラウンド（１時間につき） 

区分 改定前  改定後 

一 般 9,900円 12,870円 

高校生又は大学生 4,810円 6,430円 

小学生又は中学生 3,130円 4,290円 

 

   イ）スタンド（１日１回につき） 

区分 改定前  改定後 

入場 

者数 

1,000 人 

未満 

1,000 人以上

5,000 人未満 

5,000 人 

以上 

1,000 人 

未満 

1,000 人以上

5,000 人未満 

5,000 人 

以上 

一般 19,800円 39,600円 99,000円 25,740円 51,480円 128,700円 

高校生 

又は 

大学生 
9,730円 19,680円 49,330円 

 
12,870円 25,740円 64,350円 

小学生 

又は 

中学生 
6,480円 13,080円 33,000円 

 
8,580円 17,160円 42,900円 
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② アマチュア以外が使用する場合 

ア）プロスポーツに使用するとき 

区分 

改定前 
 

改定後 

午前9時～午後1時・ 

午後 1 時～午後 5 時 

午後 5 時～ 

午後 10 時 

午前9時～午後1時・ 

午後 1 時～午後 5 時 

午後 5 時～ 

午後 10 時 

試合 660,000円 825,000円 858,000円 1,072,500円 

練習 １時間につき 19,800円  １時間につき 25,740円 

 

イ）プロスポーツ以外に使用するとき（１日につき） 

区 分 改定前 
 

改定後 

グラウンド 

入場料の類を徴収しない場合 550,000円 715,000円 

入場料の類を徴収する場合 1,100,000円 1,430,000円 

スタンド 

入場料の類を徴収しない場合 495,000円 643,500円 

入場料の類を徴収する場合 990,000円 
 

1,287,000円 

 

３ 影響額 

  ５７，０００千円  

※ 当該施設は、指定管理者が利用料金収入及び自主事業収入により、指定管理業務    

に係る経費を全て賄っているため、市による指定管理料の支出はありません。 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 


